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　今回の台風２号の影響による豪雨災害により、
亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますと
ともに、そのご家族や被災された方々に、心より
お悔やみとお見舞いを申し上げます。
　また、消防団の皆さまをはじめ、自治区・町内
会の役員の皆さま、ならびに関係機関の皆さまに
は、災害対応に際して絶大なるご支援、ご協力を
賜りましたこと、心より厚くお礼申し上げます。
　６月２日（金）午前11時35分頃、かつらぎ町に
「土砂災害警戒情報」が発表され、それを受けて
本町では、直ぐに「災害対策本部」を立ち上げる
とともに、緊急指定避難所４カ所、福祉避難所１
カ所、発熱者用避難所１カ所の、計６カ所の避難
所を開設しました。なお、各自主防災組織による、
自主運営避難所も複数箇所開設していただいてお
り、あらためて関係者に感謝申し上げます。
　今回の災害で１人の死者と１人の負傷者が出て
おります。東渋田地内で復旧作業をしていて土砂
崩れに巻き込まれ、60歳代の男性1人がお亡くな
りになりました。また、紀北分院東側の町道が突

然陥没し、自動車が転落する事故で女性１人が負
傷されました。事故現場には隣接する河川の濁流
が流れ込んでおり、車内に水が入ってくる中、奇
跡的に自力で脱出できましたが一つ間違えば命を
落としており、道路管理者として責任を痛感して
います。
　被害状況は、６月14日現在で、一般家庭・企
業併せて、家屋損壊が１件、床上浸水が30件、
床下浸水が94件、自動車の水没が４件、家財被
害が20件、その他土砂堆積や家屋の一部損傷な
どが20件、合計で169件となっております。な
お、農地や農林道などへの被害状況は、現在も調
査中となっており早期の把握に努めます。
　また、町では初めてとなるボランティアセン
ターを設置し、災害支援物資や災害ボランティア
の受け入れを行っております。ありがたいことに
多くの義援金や災害支援物資、またボランティア
の参加をいただいており、ご支援いただきました
皆さまには、心より感謝申し上げます。
　　　　　　　　　かつらぎ町長　中阪　雅則
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町長メッセージ
町民のみなさまへ

  ＝広報の表紙写真（イラスト）を募集します＝
町内で撮影した写真を募集します。応募方法など
は町ホームページ、またはお問い合わせください。
【８月号締切７月７日（金）】
問い合わせ　企画公室秘書広報係（内線2008）

COVER
////表紙の写真////
5/28マスツッターレ

inHanazono!!!2023で撮影。
（P.13に関連記事あり）
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※７月17日（海の日）が開場のため、翌日18日（火）は振
替休場になります。
※小学校水泳記録会のため、７月26日（水）は午後３時
以降休場、27日（木）・28日（金）は終日休場になります。
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〔 開場日程 〕 開場 休場

かつらぎ公園
町民プールの開場日程

開場日　７月15日（土）～８月27日（日）

利用料金　無料

問い合わせ　生涯学習課スポーツ振興係（内線3018）

利用時間（開場は10分前）
〈午前の部〉午前10時～11時55分
〈午後の部〉午後１時30分～３時55分

※

　町では平成30年４月に策定した「かつら
ぎ町空家等対策計画」を令和５年度に見直す
予定です。そこで、計画見直しに必要な基礎
資料として、町内全域で「日常的に利用され
ていない建物」の実態調査を行います。
　実態調査の実施にあたり、町が委託する業
者の調査員が建物の外観調査を実施します。
調査員が訪問の際は、ご協力よろしくお願い
します。

空家等対策計画とは…「空家等対策の推進に関
する特別措置法」に基づく空家などに関する対
策を総合的かつ計画的に実施するための計画で
す。

外観調査内容
日常的に利用されていない建物調査。
・公道より建物の目視確認
・写真撮影
※調査員は対象建物内部に立ち入りません。
実施時期　７月～９月
対象地区　町内全域
調査委託業者
特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ

● 日常的に利用されていない建物調査

＼調査員は名札を身に付けています／

問い合わせ　企画公室政策調整係（内線2013）
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問い合わせ　総務課管理係（内線2026）

● 令和５年度かつらぎ町職員募集

共通事項…日本国籍を有しない方および地方公務員法第16条各号（欠格条項）に規定する方は受験
できません。

昭和59年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方
ア　土木の専門課程（それに準じる過程を含む）を修了した方ま
　たは令和６年３月末までに修了見込みの方
イ　測量士もしくは測量士補または土木施工管理技士などの資格
　を有する方

①昭和59年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方
⑴次のいずれかの交付を受けている方
ア　身体障害者手帳の交付を受けている方
イ　療育手帳の交付を受けている方
ウ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
⑵自力により通勤（家族による送迎を含む）が可能で、介護者な
しに業務の遂行が可能な方

平成16年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方

平成７年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方

●８月１日（火）～

●８月７日（月）
　～９月１日（金）※消印有効
〔第一次試験〕
●10月15日（日）
場所：防災センター
内容：教養試験・作文・職場適
　応性検査（教養試験は高校卒
　業程度の内容）
持ち物：受験票・筆記用具

〔第二次試験〕 
●11月下旬（予定）
内容：面接試験

採用区分 人数 要件
①一般行政職（事務職I）
②一般行政職（事務職Ⅱ）

③一般行政職（土木職）

［障害者枠］
④一般行政職（事務職）

１人
１人

１人

１人

採用区分④の方

●７月３日（月）～

●７月５日（水）
　～８月４日（金）※消印有効
〔第一次試験〕
●９月17日（日）
場所：保健福祉センター
内容：教養試験・作文試験・職
　場適応性検査（教養試験は高
　校卒業程度の内容）
持ち物：受験票・筆記用具

〔第二次試験〕 
●10月下旬（予定）
内容：プレゼンテーション・面接試験

採用区分①～③の方

合否に関係なく、第二次試験受験者全員へ文書で通知します。
※要件（資格・卒業・修了・手帳交付）を満たす見込みの方：令和６年３月31日(日)まで
に要件を満たせなかった場合、採用資格を失います。

スケジュール

申込書の配布
総務課窓口または
ホームページから入手

受付

合格発表

直接持参または簡易書留で提出

※申込受付後、試験日までに受
験票を送付します。
※第二次試験の詳細は、第一次
試験合格者へ直接通知します。

試験
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　介護保険係では、介護保険
サービスを必要とする方の介
護認定申請に関する相談・受
付やサービス利用者への給付、
介護保険料に関する業務を行
っています。
　私は、介護保険給付の審査業務や介護保険料に関するこ
とを担当しています。電話や窓口対応をするときは、丁寧
な受け答えができるよう心がけています。
　介護保険制度は、高齢者福祉や医療などさまざまな制度
と関係しています。相談内容に応じて、それらの内容も案
内できるよう日々勉強しています。

　町職員の仕事は多岐にわたるため、多くのことを
学ぶことができ、やりがいも感じられます。皆さん
と一緒に働けることを楽しみにしています。

健康推進課介護保険係　主査
阪木　彩那（平成29年度採用） スケジュール例

朝礼・介護保険料の収納確認
給付実績の取込と事業所登録

昼休み
給付実績通知作成

介護保険給付に係る審査業務

退庁

8:30
9:00

12:00
13:00

15:00

17:15

町職員をめざす人へのメッセージ

　管理係では、職員の給与の
支払いや福利厚生、町の情報
公開の問い合わせ窓口、選挙
業務など多岐にわたる内容を
行います。
　住民の方だけでなく、職員
からの問い合わせや相談もあり、職員が働きやすい環境を
作れるように日々取り組んでいます。
　業務によっては難しい内容も多く、他の職員と連携しな
がら解決していく必要がありますが、それを乗り越えた時
には達成感とやりがいを感じることができます。

　公務員の仕事は、住民の方と接し、経験すること
で多くのことを学び、自分の知識にもなります。皆
さんと一緒に働けることを心待ちにしています。

総務課管理係　主査
池田　篤紀（平成25年度採用） スケジュール例

朝礼
書類作成・メール確認
月次給料支払審査

昼休み
職員からの問い合わせ対応
月次給料審査
調査の回答作成

退庁

8:30
9:00
10:00

12:00
13:00
14:00
15:00

17:15

　会計係では、予算の編成など
を行う財政業務と、役場内でお
金が適切に使われているかを確
認する出納業務を行っています。
　私は、予算の編成に関する業
務を主に担当しており、限りあ
る財源の中で、どのような事業をすれば、かつらぎ町がよ
りよい町になっていくのかを考えています。お金のことな
ので、難しい話は多いですが、町の財源の大部分は町民の
皆さんからいただいた税金ですので、責任とともにやりが
いがある仕事だと感じています。

会計課会計係　主査
大家　啓徳（平成27年度採用） スケジュール例

朝礼
支出調書の審査
町債の申請資料作成

昼休み
町債の申請資料作成

予算説明資料の作成

退庁

8:30
9:00
10:00

12:00
13:00

15:00

17:15

町職員をめざす人へのメッセージ

町職員をめざす人へのメッセージ

　公務員は、住民の皆さんの生活に寄り添う仕事な
ので、やりがいがあり、学びの多い仕事です。ぜひ
一緒に働きましょう！



広報かつらぎ  令和5年（2023年）7月号 6

町からのお知らせ

　町の財政運営について、上半期と下半期の２回に分
けて、財政状況を公表しています。
　今回は、令和４年度下半期（３月31日現在）の予算
執行状況などをお知らせします。
　歳入のうち、町債は予算が翌年に繰り越され、令和
５年度に収入されるものもあり、執行率が低くなって
います。

　歳出のうち、商工費や土木費は翌年に事業が繰り
越され、令和５年度に支出されるものもあるため、
執行率が低くなっています。
　また、歳入歳出ともに現金の未収未払を整理する
期間として、会計年度終了後の翌４月１日から５月
31日までの出納整理期間が設けられているため、決
算額とは異なります。

項　　目 1人当たり 1世帯当たり 使　い　道

町民へのサービス等に要する経費

町民が負担する税負担額

◇人口 15,815人　世帯数 7,177世帯（３月31日現在）

項　　目 1人当たり 1世帯当たり 経　費　の　内　容
議会の活動に要する経費
庁舎の維持管理、税金徴収、選挙等に要する経費
児童、高齢者、障害者等の社会福祉に要する経費
感染症予防、清掃関係、火葬場運営等に要する経費
農林業振興等に要する経費
観光や商工業振興等に要する経費
道路橋梁、河川、公園等の維持管理等に要する経費
消防、 防災関係に要する経費
小中学校、教育委員会、社会教育等の教育関係に要する経費
国などから借りた町債（借金）の元金・利子の返済に要する経費
自然災害の罹災復旧などに要する経費

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
そ の 他
合　　　計

5,821
87,643
186,531
46,331
18,450
18,360
48,730
25,204
45,845
92,310
44,473
619,698

12,827
193,126
411,034
102,093
40,655
40,458
107,381
55,538
101,024
203,412
97,998

1,365,546

個人町民税
固定資産税
軽自動車税
町たばこ税
都市計画税
合　　　計

36,758
63,206
5,162
7,302
6,244

118,672

80,998
139,280
11,374
16,091
13,758
261,501

町が自由に使い道を決めることができる税金
住み良い町づくりのために活用

公園や街路、下水道などの都市計画事業に活用

（単位：円）

（単位：円）

予算現額 支出済額

歳出
予算現額 118億4714万6000円
支出済額       98億52万8517円

35億2576万円
29億4999万3997円

16億8102万1000円
13億8606万7487円

14億6046万3000円
14億5989万56円

8億9427万9000円
7億3271万8758円

8億7869万4000円
7億2504万5793円

5億3359万1000円
2億9036万5199円

4億3207万2000円
3億9859万8897円

4億983万6000円
2億9178万423円

9724万円
9206万2786円

7億5271万8000円
7億333万4781円

11億8147万2000円
7億7067万340円

その他（93.4％）

農林水産業費　
（71.2％）

商工費（54.4％）

議会費（94.7％）

衛生費（81.9％）

消防費（92.3％）

教育費（82.5％）

総務費（82.5％）

公債費（100.0％）

土木費（65.2％）

民生費（83.7％）

歳入
予算現額 118億4174万6000円
収入済額 106億2687万6763円

予算現額 収入済額

43億430万円
42億8542万4000円

13億9035万7000円
11億7555万3262円

6億4115万4000円
4億8573万2519円

4億3139万4000円
4億1462万3500円

3億8733万6000円
3億8733万6000円

1億2899万8000円
1億2077万3287円

5億3853万6000円
5億8232万9196円

3億9161万8000円
3億9161万8856円

6億4868万8000円
6億6748万6844円

19億9016万5000円
19億6789万9299円

9億9460万円
2億4810万円

その他（89.6％）

寄附金（96.1％）

地方消費税交付金
（100.0％）

繰越金（100.0％）

使用料及び手数料
（93.6％）

繰入金（102.9％）

県支出金（75.8％）

町債（24.9％）

町税（98.9％）

国庫支出金（84.6％）

地方交付税（99.6％）



広報かつらぎ  令和5年（2023年）7月号7

町からのお知らせ

町債（借金）の状況

町債（借入金）

一時借入金

一般会計
シビックセンター特別会計
花園地域交流推進施設運営
事業特別会計

128億3668万6605円
125億4985万5391円

1856万9640円

2億6826万1574円

0円

項　　目 現在高
町有財産の状況

土地
建物
出資による権利
債権（町の貸付金）
基金（町の積立金）
一般会計
　うち財政調整基金
　うち減債基金 
　うちその他特定目的基金など
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計

2,221,734.26㎡
141,740.36㎡

1億348万1169円
1558万8725円

33億5718万4697円
29億462万9488円
14億5938万3499円

7353万7160円
13億7170万8829円
2億717万8325円
2億4537万6884円

項　　目 面積または現在高

（土地建物については令和４年３月31日現在）

歳　入 歳　出
会　　計 予算現額 収入済額 執行率 予算現額 支出済額 執行率

シビックセンター
国民健康保険事業
天野診療所事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
花園地域交流推進施設運営事業
合　　　　計

7429万6000円
25億4890万8000円

616万円
5億8721万3000円
28億3059万5000円

8674万6000円
61億3391万8000円

7457万2839円
25億5279万9995円

608万38円
5億9477万1596円
27億4943万2179円

8670万8707円
60億6436万5354円

100.4%
100.2%
98.7%
101.3%
97.1%
100.0%
98.9%

7429万6000円
25億4890万8000円

616万円
5億8721万3000円
28億3059万5000円

8674万6000円
61億3391万8000円

6748万7169円
23億7840万3524円

529万1683円
5億7001万5096円
24億617万7582円
8599万5263円

55億1337万317円

90.8%
93.3%
85.9%
97.1%
85.0%
99.1%
89.9%

特別会計予算の執行状況

● 情報公開条例・個人情報保護条例
令和４年度 問い合わせ

総務課管理係（内線2026）

かつらぎ町選挙管理委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町監査委員 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件
かつらぎ町農業委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件
かつらぎ町固定資産評価審査委員会
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町公平委員会 
公文書開示請求件数　　　　　　０件
個人情報開示請求件数　　　　　０件

かつらぎ町長 
公文書開示請求件数　　１２件
（内訳）全部開示　　　　５件
　　　　部分開示　　　　３件
　　　　非開示　　　　　３件
　　　　取り下げ　　　　１件
個人情報開示請求件数　　３件
（内訳）部分開示　　　　３件

かつらぎ町教育委員会 
公文書開示請求件数　　　０件
個人情報開示請求件数　　０件

かつらぎ町議会 
公文書開示請求件数　　　０件
個人情報開示請求件数　　０件

実施機関別
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町からのお知らせ

● 後期高齢者医療に関するお知らせ

問い合わせ　健康推進課保険年金係（内線2056）

◆
被
保
険
者
証
の
更
新

　

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
初
旬
に

特
定
記
録
郵
便
で
発
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
に
誤
り
が
無

い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

古
い
被
保
険
者
証
は
、
（
新
し
い
被

保
険
者
証
が
届
い
た
後
）
役
場
に
返
却

す
る
か
、
住
所
・
氏
名
な
ど
が
他
人
に

知
ら
れ
な
い
よ
う
細
断
す
る
な
ど
し
て

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

除
額
43
万
円
）
×
９
・
33
％

※
基
礎
控
除
額
は
段
階
的
に
変
更
さ
れ

ま
す
。

均
等
割
額
の
軽
減

　

均
等
割
額
は
、
世
帯
の
所
得
状
況
に

応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。
令
和
５
年
度

か
ら
は
次
の
表
の
と
お
り
で
す
。

◆
保
険
料
額
決
定
通
知
書
の
送
付

　

令
和
５
年
度
納
入
通
知
書
（
後
期
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
）
を
７
月
中

旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金

額
や
申
し
出
な
ど
に
よ
り
３
通
り
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

注
意
事
項

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
コ
ン

　

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
付
は
で

　

き
ま
せ
ん
。

・
納
付
で
き
る
金
融
機
関
な
ど
は
、
納

　

付
書
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

・
納
付
方
法
が
前
年
度
よ
り
変
更
と
な

　

っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
付
方
法

⑴
特
別
徴
収（
年
６
回
）　

支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付
。

（
４
月
〜
翌
年
２
月
ま
で
の
年
６
回
）

⑵
普
通
徴
収　

納
付
書
も
し
く
は
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
。
（
７
月
〜
翌
年
３

月
ま
で
の
年
９
回
）

⑶
併
用
徴
収　

⑴
と
⑵
の
併
用
に
よ
る

納
付
。
（
例
）
７
〜
９
月
ま
で
の
３
回

は
普
通
徴
収
、
10
月
以
降
は
特
別
徴
収
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　

年
間
の
保
険
料
は
、
①
被
保
険
者
が

等
し
く
負
担
す
る
均
等
割
額
と
②
被
保

険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得

割
額
の
合
計
額
で
す
。

①
均
等
割
額
…
５
万
３
１
７
円

②
所
得
割
額
…
（
所
得
金
額
―
基
礎
控

世帯主および世帯内の被保険者全員の
軽減判定所得の合計額 軽減割合

７割

５割

２割

43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）以下
43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）
　　　　　　　　　　　＋29万円×（被保険者数）以下
43万円＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）
　　　　　　　　　　　＋53.5万円×（被保険者数）以下

［均等割額の軽減割合］

古い被保険者証 新しい被保険者証
うすい緑色

使用期限
７月31日（月）まで

水色
届いた日から使用できます
※令和５年度の住民税の課
税所得金額により、一部負
担金の割合が変更になる場
合があります。

見　本
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町からのお知らせ

● 
介
護
保
険
料
納
入
通
知
（
本
算
定
）
送
付
の
お
知
ら
せ

　

令
和
５
年
度
納
入
通
知
書
（
介
護
保

険
料
額
決
定
通
知
書
）
を
７
月
中
旬
に

普
通
郵
便
で
発
送
し
ま
す
。

　

納
付
書
で
の
納
付
が
必
要
な
方
に
は
、

納
付
書
を
同
封
し
ま
す
。

　

納
付
場
所
は
、
納
付
書
裏
面
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
普
通
徴
収
の
方
に
限
り
、
申

請
す
る
こ
と
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更

で
き
ま
す
。

っ
て
も
、
当
分
の
間
、
普
通
徴
収
に
な

り
ま
す
。

①
令
和
５
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ
た
。

②
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
。

③
年
金
担
保
、
年
金
差
し
止
め
な
ど
に

　

よ
り
、
保
険
料
の
天
引
き
が
で
き
な

　

く
な
っ
た
。

④
収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど
で
、
所

　

得
段
階
が
変
更
に
な
っ
た
。

◆
１
年
以
上
の
滞
納

　

サ
ー
ビ
ス
利
用
金
額
を
、
い
っ
た
ん

全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分

（
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
負
担
割
合
分
を

除
い
た
額
）
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

◆
１
年
６
カ
月
以
上
の
滞
納

　

保
険
給
付
の
全
部
、
も
し
く
は
一
部

が
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

◆
２
年
以
上
の
滞
納

　

利
用
者
負
担
が
３
割
（
３
割
負
担
者

は
４
割
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
り
、
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
利
用
者
負
担
が

一
定
割
合
を
超
え
た
場
合
に
支
給
）
が

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

１
特
別
徴
収　

支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

の
天
引
き
に
よ
る
納
付
。
（
老
齢
、
退

職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
（
老

齢
福
祉
年
金
は
除
く
）
の
受
給
額
が
年

額
18
万
円
以
上
の
方
）

２
普
通
徴
収　

納
付
書
も
し
く
は
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
。
（
老
齢
、
退
職
年

金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
（
老
齢
福

祉
年
金
は
除
く
）
の
受
給
額
が
年
額
18

万
円
未
満
の
方
）

※
次
の
場
合
、
特
別
徴
収
の
対
象
で
あ

問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進
課
介
護
保
険
係
（
内
線
２
０
５
１
・
２
０
５
２
）

保
険
料
の
納
付
方
法

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

　

災
害
や
世
帯
の
生
計
を
維
持
す
る
方

の
失
業
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
、

納
付
が
困
難
な
場
合
は
保
険
料
の
減
免

や
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
町
で
は
、
生
活
困
窮
の
た
め

保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
、
条
件
を
満
た
す
方
に
介
護
保
険

料
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　

皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料

は
、
介
護
保
険
を
運
営
し
て
い
く
た
め

の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

必
要
な
時
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
で
き
る
よ
う
、
必
ず
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

保
険
料
は
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い

● 介護保険負担割合証の送付

　要支援・要介護認定を受けている被保険
者の方に、「介護保険負担割合証」を７月
中に送付します。介護サービスを利用する
際に、介護保険被保険者証と一緒にサービ
ス提供事業者に提示してください。

見　本
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町からのお知らせ

● 知ってほしい国保「診療費」「診療費」「診療費」問い合わせ　健康推進課保険年金係（内線2214）

　診療費が高ければ保険税も高くなります。
令和３年度かつらぎ町の１人あたりの診療費は３２万２,９９７円です。
※１番低い市町村の約１.４倍、およそ８．５万円の差があります。
適正な診療費のために
　（１）特定健診を毎年受けて、早期発見・早期治療を心掛けましょう。
　（２）必用のない重複・頻回受診に注意しましょう。

県内市町村別 １人あたりの診療費
平成31年度 令和２年度 令和３年度

順位
１

市町村名
233,436
診療費（円） 診療費（円） 診療費（円）順位

１
市町村名

222,333 237,420
順位
１

市町村名

14
15
16

318,634
319,488
320,963
326,137
329,130
334,238
334,679

19
20
21
22

19
20
21
22

19
20
21
22

317,081
318,097
321,777
329,229

339,090
340,538
341,317
346,696

県平均 県平均 県平均
522,451
306,706

30 30 30466,277
299,646

576,956
316,811

「和歌山県の国保の状況」より

かつらぎ町
303,434
304,383
306,654

14
15
16

14
15
16

320,739
322,997
328,904

かつらぎ町の
診療費は１人

約32万円

● 介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業の申請

　この申請は、低所得の方が軽減実施届出を
行った社会福祉法人の提供する介護老人福祉
施設サービスなどを利用した時に、利用者負
担額の軽減を受けるための手続きです。
　社会福祉法人などからサービスの提供を受
けている方で、対象要件に全て該当する方は、
必要書類を準備の上、申請の手続きをお願い
します。

［対象要件］
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増
えるごとに50万円を加算した額以下。
・預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員
1人増えるごとに100万円を加算した額以下。
・世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常
生活に必要な資産以外に利用しうる資産を所有
していない。
・負担能力のある親族に扶養されていない。
・介護保険料を滞納していない。

［必要書類］
　①世帯収入が分かるすべての預金通帳
　②印鑑

［申請期限］　７月20日（木）
※期間後も随時受付をしますが、証書の交付
が遅くなることがあります。

申請・問い合わせ
健康推進課介護保険係（内線2051・2052）

社会福祉法人等による生計困難者に対する
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まちのわだいまちのわだいまちのわだいまちのわだいまちのわだいまちのわだい

令和５年度
自治区長さんの紹介

　各自治区の運営をはじめ、自治区
と町との連絡調整など、さまざまな
ことでお世話になります。<敬称略>

　コロナも下火になり、通常の生活
に戻りつつあります。今年は、夏ま
つりも開催される予定です。
　町民の皆さまと力を合わせ、明る
く住みやすいかつらぎ町になるよう
頑張ります。

危険業務従事者
叙勲受章

　４月８日（土）、警察官や
消防士など著しく危険性の
高い業務において精励され
た方を対象とした危険業務
従事者叙勲の受章者が発表
され、元和歌山県警視の西
林崇夫さん（柏木）が瑞宝双
光章を受章されました。
　西林さんは、昭和44年
から40年余の長きにわた
り和歌山県警察に在職され、
警察職務に精励し、公共の
安全と治安の維持に尽力さ
れたことが認められての受
章となりました。

自主防災組織連絡協議会
総会を開催

　５月19日（金）、かつらぎ総合文化
会館ＡＶホールにて「令和５年度かつ
らぎ町自主防災組織連絡協議会総会」
を開催しました。
　総会では、令和４年度事業報告や役
員改選などを行いました。
　自主防災組織は、大規模災害の発生
時、地域での支え合い「共助（地域や近
隣の人が互いに協力し合う活動）」の要
になります。今年度も積極的に防災訓
練などを実施していただくよう、町か
ら要請させていただきました。
　今後も危機管理課では、地域におけ
る防災活動をサポートしてまいります。

総会の様子

自治区長会
会長
櫻井さん

自治区名 氏　　名 自治区名 氏　　名
高　田
笠田西部
笠田中
笠田東第一
笠田東第二
真　和
佐　野
四郷第一
四郷第二
大　谷
丁ノ町
新　田
妙　寺

山本　明信
宮阪　昌仁
山根木弘修
田村　哲男
藤岡　稔忠
松本　兼一
久保　正永
福本　宗治
杉本　　稔
小谷　章司
岸田　俊規
前田　充康
櫻井　邦男

中飯降
短　野
東渋田
西渋田
中央部
三　谷
四　邑
志　賀
天　野
新　城
上花園
下花園

西山　惠修
大浦　俊一
谷澤　正久
山本　康秀
中谷　賢司
西岡　則雄
當代　孝巳
西　　正広
竹原　幸紀
中前　光雄
西浦　秀男
亀井　嘉一

●令和５年度自治区長さん

自治区名 氏　　名 自治区名 氏　　名
高　田
笠田西部
真　和
四郷第二
中飯降

森本　利信
天野　　久
露野　惠司
向井　友啓
桝田　長和

西渋田
中央部
三　谷
天　野

橋谷　良隆
露野　誠良
北辻　勝彦
土屋垣内  仁巳

●退任された自治区長さん　ありがとうございました。
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令和５年度
行政懇談会を開催

　４月24日（月）～５月25日（木）に、町
内14会場で行政懇談会を開催し、延べ
727人が参加しました。
　行政懇談会では、住民と行政が一緒に
なって、かつらぎ町を住み良い町にする
ため、現在の行政運営の状況と、今後の
取り組みなどについてご説明するととも
に、住民の皆さまの思いやご意見を聞か
せていただきました。
　各会場にていただきましたご意見・ご
要望は、今後の施策に活かせるよう取り
組みます。
※説明内容、その他詳細は、町ホーム
ページをご覧ください。

行政相談委員の委嘱

　４月１日付で、次の２人が総務大臣から行政
相談委員として委嘱されました。
　行政相談委員は、皆さまの身近な相談相手と
して、国の行政などに関する相談に応じていま
す。また、町内小学６年生を対象に「行政相談
出前教室」を実施する啓発活動を行っています。

春の叙勲受章

　４月29日（土）、令和５年春の叙勲が発表され、
本町から元かつらぎ町消防団長の木村幸義さん
（丁ノ町）が瑞宝単光章を受章されました。
　木村さんは、34年にわたり消防団員として消
防活動に従事され、町民の安心安全のため、火
災や風水害時の活動、行方不明者の捜索に尽力
されるなど、消防分野への多大なる功績が認め
られての受章となりました。

写真上）行政相談出
前教室の様子
写真下・左）和田さ
ん、写真下・右）福
内さん

行政相談委員<敬称略>
・和田　正史　　・福内　清美

時間
午後１時30分～３時30分（先着順）

問い合わせ　住民福祉課住民係（内線2061）

行政相談所開設日
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気
軽にご利用ください。
 ８月８日（火）志賀地域交流センター
10月10日（火）笠田公民館
12月12日（火）三谷公民館
令和６年２月27日（火） 地域福祉センター（社協）

行政懇談会開催の様子（笠田中学校）木村さん

まちのわだいまちのわだいまちのわだい
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◆
納
付
猶
予
制
度

　

50
歳
未
満
の
方（
学
生
を
除
く
）で
、

本
人（
被
保
険
者
）・
配
偶
者（
別
居
中

の
配
偶
者
も
含
む
）そ
れ
ぞ
れ
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
失
業
な

ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
、
申
請
に
よ
り

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

申
請
の
受
付

　

令
和
５
年
度
（
令
和
５
年
７
月
〜
令

和
６
年
６
月
分
）
の
申
請
受
付
は
７
月

３
日（
月
）か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
５
年
６
月
分
ま
で
全

額
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た

方
で
、
継
続
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、

新
た
な
申
請
は
不
要
で
す
。

　

な
お
、
過
去
に
未
納
期
間
が
あ
る
場

合
、
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
の
月

分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
個
人
番
号
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号　

　

（
令
和
４
年
４
月
以
降
、
初
め
て
年

　

金
制
度
に
加
入
し
た
方
は
、
こ
れ
ま

　

で
の
年
金
手
帳
に
代
わ
り
「
基
礎
年

　

金
番
号
通
知
書
」
が
発
行
さ
れ
て
い

　

ま
す
）

・
失
業
（
退
職
）
し
て
い
る
場
合
は
、

　

離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

　

者
証
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
な

　

ど
の
公
的
機
関
の
証
明
書
の
写
し
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
を
利
用
し
て
電
子
申
請
が
で
き
ま

す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進
課
保

険
年
金
係
（
内
線
２
０
５
８
）

● 
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
制
度

　

令
和
５
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
６
５
２
０
円
と
な
り
ま
す
が
、

納
付
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
、
保
険

料
の
納
付
が
「
免
除
」
ま
た
は
「
猶

予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
将

来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、

万
一
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ

た
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
申
請
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
免
除
制
度

　

本
人（
被
保
険
者
）・
配
偶
者（
別
居

中
の
配
偶
者
も
含
む
）・
世
帯
主
そ
れ

ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
や
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
、

申
請
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

納
付
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除

（
４
分
の
１
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
３
免
除
）
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
免
除
の
場
合
、
減
額

さ
れ
た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納

期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
減
額
さ

れ
た
保
険
料
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

マイナンバー休日窓口
※事前予約制

問い合わせ
住民福祉課住民係(内線2065)

　平日、役場開庁時間内でのマ
イナンバーカードの申請・受取
が難しい方はお越しください。

７／９・23(日)9:00～13:00

地球温暖化対策
WEBアンケートの実施

　本町の地球温暖化対策について、今後
の有効な政策を検討していくためのＷＥ
Ｂアンケートを実施しますので、皆さま
のご意見をお聞かせください。
　ご協力よろしくお願いします。
　詳しくは、町ホームページをご覧くだ
さい。

期間　７月１日（土）～31日（月）
内容　地球温暖化対策への意向調査
回答方法　町ホームページまたは二次元
コードから回答

問い合わせ
環境課環境政策係（内線2066）

アンケートフォーム

町からのお知らせ
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町からのお知らせ

受
付
期
間　

７
月
14
日（
金
）〜
28
日

（
金
）

◆
農
作
物
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業

（
県
補
助
）

対
象　

農
業
者
の
団
体
で
農
地
に
電
気

柵
、
メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
、
ト
タ
ン
な

ど
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
。
（
柵
を

設
置
す
る
農
地
は
２
戸
以
下
）

補
助
額　

資
材
費
の
３
分
の
１
以
内

（
町
補
助
３
分
の
１
を
併
せ
て
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

【
イ
ノ
シ
シ
・
鹿
用
】
１
２
０
０
円
／
ｍ

【
サ
ル
用
】
２
６
０
０
円
／
ｍ

受
付
期
間　

７
月
14
日（
金
）〜
12
月
22

日（
金
）

◆
要
望
に
必
要
な
も
の
（
共
通
事
項
）

　

柵
な
ど
を
設
置
す
る
農
地
の
位
置
や

延
長
が
わ
か
る
図
、
使
用
す
る
資
材
の

わ
か
る
カ
タ
ロ
グ
な
ど
、
事
業
費
の
わ

か
る
見
積
書
な
ど
。

問
い
合
わ
せ　

産
業
観
光
課
林
業
振
興

係
（
内
線
２
１
８
１
）

● 
防
護
柵
補
助
金
【
令
和
６
年
度
要
望
調
査
】

　

令
和
６
年
度
の
事
業
量
を
把
握
す
る

た
め
、
要
望
調
査
を
行
い
ま
す
。
防
護

柵
の
設
置
を
検
討
し
て
い
る
方
は
、
受

付
期
間
内
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
鳥
獣
害
防
止
総
合
対
策
事
業（
国
補
助
）

対
象　

慢
性
的
に
鳥
獣
に
よ
る
被
害
を

受
け
て
い
る
農
地
に
、
集
落
ぐ
る
み

（
受
益
農
家
が
３
戸
以
上
）で
防
護
柵
を

新
た
に
設
置（
自
力
施
工
）す
る
場
合
。

補
助
額　

資
材
費
相
当
分
を
定
額
補
助

（
上
限
単
価
あ
り
）

● 国民健康保険税の
　 納税通知書を発送します
　令和５年度国民健康保険税の納税通知
書・納付書を７月13日（木）に発送します。
納付書裏面に記載のある納付場所にて納
期限までに納付をお願いします。

納期限
　第１期　７月31日（月）
　第２期　８月31日（木）
　第３期　10月２日（月）
　第４期　10月31日（火）
　第５期　11月30日（木）
　第６期　12月25日（月）
　第７期　令和６年１月31日（水）
　第８期　令和６年２月29日（木）

口座振替による納税
　税務課または指定金融機関などに備え
ている「町税等口座振替申込書」に必要
事項を記入の上、預貯金口座届印を押印
して指定金融機関にお申し込みください。

コンビニエンスストアなどによる納付
　町では、従来の金融機関での納付のほ
か、さまざまな方法（コンビニエンスス
トア、スマートフォンアプリ、クレジッ
トカード、インターネットバンキング、
ｅＬ－ＱＲ）を利用した納付が可能です。
詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ
国民健康保険税　税務課住民税係（内線
2042・2046）、納税など　税務課徴収
係（内線2041・2044）

有　

料　

広　

告
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町からのお知らせ

　エアコンの設定温度を夏は28℃、冬は20℃にという話はよく聞かれると思い
ます。これは決して暑さ寒さを我慢して過ごそう、ということではありません。
夏の室温上昇の大きな原因は窓から熱が入ることです。
　すだれや遮熱カーテンなどを活用して室温の上昇を緩やかにし、サーキュレーターや扇
風機で部屋中の空気を循環するなど、工夫をして設定温度を高くしても快適に過ごせるよ
うにしましょう。
　また、冬場は熱を逃がさない肌着や靴下などを着用するのもコストパフォーマンスがよ
　　　　　　く、おすすめです。特に、夏はグリーンカーテン（※）を利用することで、日
　　　　　　差しを防ぐだけでなく、緑化にも取り組め、地球温暖化にも効果的な対策に
　　　　　　なります。
　　　　　　みんなでSTOP　CO2　未来のかつらぎ町のために！

※グリーンカーテンとは、植物を建物の外側に生育させることに
より、建物の温度上昇抑制を図る省エネルギーな方法です。

問い合わせ　環境課環境政策係（内線2066）

申し込み・問い合わせ　環境課環境政策係（内線2066）

地球温暖化対策（脱炭素）に取り組もう

親子で学ぶ エネルギーの創・蓄・省 工作教室
～次世代エネルギーキット作り～

日程　８月２日（水）
　　　午後１時30分～

対象　小学校４年生～６年生　
　　　※保護者同伴でお願いします

場所　かつらぎ町
　　　保健福祉センター３階

費用　１，２００円

定員　10組（先着順）

持ち物
・持ち帰り用の袋（エコバッグなど）
・ウェットティッシュまたは布巾

内容
・学習「エネルギーの創・蓄・省」30分
・工作教室60分

“太陽光で電気を創り、蓄電し、省エネのLEDで、
かしこい電気の使い方を学びましょう”

　工作キットを組み立てながら、暮らしの
中のエネルギーや太陽光発電の仕組み、
LEDについて学ぶことで、環境について
の意識を一緒に楽しく高めていきましょう。

おうちでできる取組
（リビング編２）

エアコンの設定温度を見直そう！

次回▶キッチン編
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INFO  くらしの情報
　

安
全
か
つ
効
果
的
に
ア
ラ
イ
グ
マ
の

捕
獲
防
除
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。
受
付
期
間
中
、

好
き
な
時
間
に
受
講
で
き
ま
す
。
受
講

希
望
者
は
、
事
前
に
希
望
日
時
を
ご
予

約
く
だ
さ
い
。
※
以
前
講
習
を
受
け
た

方
で
、
更
新
が
必
要
な
方
に
は
個
別
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対
象　

町
内
在
住
の
方

内
容　

捕
獲
に
関
す
る
基
礎
知
識
、わ
な

の
設
置
方
法
、捕
獲
物
の
処
理
方
法
な
ど
。

受
付
期
間　

７
月
３
日（
月
）〜
28
日

（
金
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
日
祝
除
く

費
用　

無
料

受
講
場
所　

産
業
観
光
課
内

そ
の
他　

筆
記
用
具
、
印
鑑
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

予
約
・
問
い
合
わ
せ　

産
業
観
光
課
林

業
振
興
係
（
内
線
２
１
８
１
）

対
象
に
人
権
研
修
を
開
催
し
ま
す
。

　

企
業
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
県

民
の
皆
さ
ま
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
、

身
近
な
人
権
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
時　

７
月
28
日（
金
）午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分
（
開
場
・
受
付
１
時
）

場
所　

か
つ
ら
ぎ
総
合
文
化
会
館
Ａ
Ｖ

ホ
ー
ル 

内
容　
「
自
分
ら
し
く
生
き
る
」と
は
？

〜
性
の
多
様
化
か
ら
考
え
る
自
分
ら
し

さ
〜　

講
師
：
田
崎
智
咲
斗
氏

定
員　

２
０
０
人
（
先
着
順
）

申
込
方
法　

７
月
18
日（
火
）ま
で
に
電

話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
氏
名
・
住
所
・

緊
急
連
絡
先
を
記
載
）
に
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

伊
都
地
方

人
権
尊
重
連
絡
協
議
会
事
務
局
（
０
７

３
６
―
33
―
４
９
０
０
・
フ
ァ
ク
ス
０

７
３
６
―
33
―
４
９
１
６
）

お 

知 

ら 

せ

ア
ラ
イ
グ
マ
安
全
防
除
講
習

の
開
催

　

伊
都
地
方
の
各
企
業
、
団
体
な
ど
を

伊
都
地
方
人
権
尊
重
連
絡
協
議

会
「
こ
こ
ろ
の
研
修
」
開
催

　

家
庭
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
、
「
お
か
え
り
」
と
「
た
だ
い

ま
」
を
言
え
る
場
所
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

・
里
親
に
な
る
に
は
資
格
が
い
る
の
？

・
ど
う
し
た
ら
里
親
に
な
れ
る
の
？

・
里
親
と
養
子
縁
組
の
違
い
は
？

・
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か

で
き
る
こ
と
は
な
い
か
な
？

な
ど
、
里
親
に
興
味
の
あ
る
方
・
里
親

に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
、

ど
な
た
で
も
自
由
に
参
加
で
き
ま
す
。

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
里
親
制
度
説
明
会

日
時　
７
月
19
日（
水
）午
後
１
時
〜
３
時

場
所　

町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

◆
パ
ネ
ル
展
示

日
時　

７
月
３
日（
月
）〜
19
日（
水
）

場
所　

役
場
本
庁
舎
ロ
ビ
ー

問
い
合
わ
せ　

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー

「
な
で
し
こ
」（
☎
０
７
３
６
―
69
―
１

０
０
４
）

「
里
親
制
度
」

　
　

ご
存
知
で
す
か
？

令和５年度
かつらぎ町自分ごと化会議
（事業仕分け）を開催

テーマ
　次の４事業を議論します。
・障害者外出支援事業
・一般廃棄物収集運搬事業
・緊急通報システム事業
・児童福祉施設維持管理費

　町では、予算の効率的・効
果的な執行を図ることを目的
として、町が行う事業のあり
方を有識者などが公開の場で
議論し、官民協働で事業の見
直しを進める「自分ごと化会
議」を実施します。
　無作為に抽出し、ご応募い
ただいた町民判定人の皆さん
が、議論の内容を踏まえて、
町が行う事業
を評価します。

※時間やテーマの順番は、町ホー
ムページでお知らせします。

日時　７月29日（土）
　　　午前９時～午後３時30分（予定）

場所　かつらぎ総合文化会館
　　　大ホール

問い合わせ　企画公室政策調整係（内線2224）

ライブ
中継あり

会場
傍聴席あり

町ホームページ
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時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

報
酬　

日
額
９
６
０
０
円　

※
所
得
税

の
源
泉
徴
収
を
し
ま
す
。
交
通
費
・
食

費
の
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん
。

応
募
方
法　

「
期
日
前
投
票
立
会
人
登

録
申
込
書
」
へ
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

郵
送
ま
た
は
本
人
持
参
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

か
つ
ら
ぎ

町
選
挙
管
理
委
員
会
（
役
場
総
務
課

内
）
（
内
線
２
０
３
１
）

募　

集

期
日
前
投
票
立
会
人
募
集

　

町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
政
治
や

選
挙
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
選
挙
を

も
っ
と
身
近
な
も
の
に
感
じ
て
い
た
だ

く
た
め
、
各
種
選
挙
に
お
け
る
期
日
前

投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
。

・
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
有
権
者
。

・
特
定
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
わ

っ
て
い
な
い
方
。

・
公
民
権
が
あ
る
方
。
（
刑
執
行
中
な

ど
で
な
い
方
）

※
募
集
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

従
事
内
容　

期
日
前
投
票
所
の
開
閉
の

立
会
い
や
、
期
日
前
投
票
初
日
の
投
票

箱
の
空
箱
確
認
な
ど
。
期
日
前
投
票
所

内
の
投
票
手
続
き
全
般
の
立
会
い
。

従
事
期
間

・
期
日
前
投
票
期
間
の
う
ち
、
町
選
挙

管
理
委
員
会
が
選
任
す
る
日
（
希
望
日

を
確
認
の
上
、
選
任
し
ま
す
）
。

・
期
日
前
投
票
期
間
中
に
立
会
人
と
し

て
複
数
日
を
希
望
す
る
こ
と
も
可
能
。

従
事
場
所　

町
防
災
セ
ン
タ
ー
１
階　

※
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

消
防
職
員
募
集

採
用
予
定
人
数　
　

３
人
程
度

受
験
資
格　

次
の
全
て
を
満
た
す
方
。

①
平
成
11
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
18
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
。

②
採
用
さ
れ
た
場
合
、
伊
都
消
防
組
合

構
成
市
町
（
橋
本
市
・
か
つ
ら
ぎ
町
・

九
度
山
町
）
に
居
住
で
き
る
方
。

③
身
体
要
件
が
一
定
基
準
以
上
の
方

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方
お
よ
び
地

方
公
務
員
法
第
16
条
各
号（
欠
格
条
項
）

に
規
定
す
る
方
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

試
験
日
と
内
容

第
一
次
試
験　

９
月
17
日
（
日
）

内
容　

教
養
試
験（
高
校
卒
業
程
度
）、

消
防
適
性
検
査
、作
文
試
験
、体
力
試
験

第
二
次
試
験　

10
月
下
旬
予
定
（
第
一

くらしの情報  INFO

令和６年度和歌山県農林大学校
農学部学生・林業研修部研修生募集

　令和６年度農学部学生・林業研修部研修生の募集を行います。和歌山県農林大学校では、農林
業に活力を与え、新たな価値を創造するとともに、将来の和歌山県の農林業を振興するリーダー
として活躍できる人材の育成のため実習に重きをおき実践力を身につける教育を行っています。

農林大学校
ホームページ

農学部（専修学校）２年制 林業研修部１年制
※専修学校ではありません

推薦入学試験
(定員：募集人員の7割) 一般入学試験（前期） 選考試験（後期）

園芸学科：30人、アグリビジネス学科：10人 林業研修部林業経営コース：10
人程度

10月３日（火） 11月29日（水） 10月21日（土）

10月10日（火） 12月6日（水） 10月27日（金）
9月12日（火）～21日（木）11月10日（金）～17日（金） 9月26日（火）～10月10日（火）

農林大学校 農学部 農林大学校 林業研修部

令和6年３月までに高
等学校を卒業見込み

高等学校卒業、または令和６年３月までに高等学校を卒
業見込み

和歌山県農林大学校 農学部
〒649-7112　伊都郡かつらぎ町中飯降422
（☎22-2203）

和歌山県農林大学校 林業研修部
〒649-2103　西牟婁郡上富田町
生馬1504-1（☎0739-47-4141）

募集定員

試験日
試験場所
合格発表

受験資格

問い合わせ

願書受付期間
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INFO  くらしの情報

警
察
官
採
用
試
験

　

和
歌
山
県
警
察
で
は
、
警
察
官
の
令

和
５
年
度
第
２
回
採
用
試
験
受
験
者
を

募
集
し
ま
す
。
試
験
の
案
内
は
、
か
つ

ら
ぎ
警
察
署
も
し
く
は
、
お
近
く
の
交

番
・
駐
在
所
に
て
６
月
16
日（
金
）か
ら

配
布
予
定
で
す
。

受
験
資
格

警
察
官
Ａ　

平
成
３
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
）
を
卒
業
し
た
方
。
（
令
和
６
年
３

月
末
ま
で
に
卒
業
見
込
み
含
む
）

警
察
官
Ｂ　

平
成
３
年
４
月
２
日
〜
平

成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

自
衛
官
等
採
用
案
内

◆
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

受
付　

年
間
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

試
験
日　

受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
一
般
曹
候
補
生
（
男
子
・
女
子
）

資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方　

受
付
期
間　

第
２
回
７
月
1
日（
土
）〜

９
月
５
日（
火
）

試
験
日　

【
一
次
】
第
２
回
９
月
15
日

（
金
）〜
23
日（
土
）、
【
二
次
】
第
２
回

10
月
14
日（
土
）〜
11
月
５
日（
日
）

◆
航
空
学
生
（
男
子
・
女
子
）

資
格

航
空　

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
方

海
上  

18
歳
以
上
23
歳
未
満
の
高
卒
者

ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者
。（
見
込
含
）

受
付
期
間　

７
月
1
日（
土
）〜
９
月
７

日（
木
） 

試
験
日　

【
一
次
】
９
月
18
日（
月
）

【
二
次
】
10
月
14
日（
土
）〜
19
日（
木
）

◆
防
衛
大
学
校
（
男
子
・
女
子
）

資
格

推
薦　

次
の
要
件
全
て
を
満
た
す
方
。

「
警
察
官
Ａ
」
の
受
験
資
格
に
該
当
し

な
い
方
。

第
一
次
試
験　

９
月
17
日（
日
）

問
い
合
わ
せ　

か
つ
ら
ぎ
警
察
署
（
☎

22
―
０
１
１
０
）

・
18
歳
以
上
21
歳
未
満
。

・
高
卒
者
ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者
。

（
見
込
含
）

・
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会
活
動
な
ど
に

顕
著
な
実
績
を
修
め
、
学
校
長
が
推
薦

で
き
る
方
。

一
般
・
総
合
選
抜 

18
歳
以
上
21
歳
未

満
の
高
卒
者
ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了

者
。（
見
込
含
）

受
付
期
間　

推
薦
・
総
合
選
抜
９
月
５

日（
火
）〜
８
日（
金
）、
一
般
７
月
１
日

（
土
）〜
10
月
18
日（
水
）

試
験
日　

推
薦
９
月
16
日（
土
）〜
17
日

（
日
）、
総
合
選
抜
一
次
９
月
16
日（
土
）、

総
合
選
抜
二
次
10
月
21
日（
土
）〜
22
日

（
日
）、
一
般
【
一
次
】
10
月
28
日（
土
）、

一
般
【
二
次
】
11
月
28
日（
火
）〜
12
月

２
日（
土
）

◆
防
衛
医
科
大
学
校
（
看
護
科
学
生
・

医
学
科
学
生
）

資
格 

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
高
卒
者

ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者
。（
見
込
含
）

受
付
期
限　

看
護
科
学
生
10
月
４
日

（
水
）　
医
学
科
学
生
10
月
11
日（
水
）

試
験
日　

看
護
科
学
生
【
一
次
】
10
月

14
日（
土
）【
二
次
】
11
月
25
日（
土
）〜

26
日（
日
）　

医
学
科
学
生
【
一
次
】
10

月
21
日（
土
）、【
二
次
】
12
月
13
日

（
水
）〜
15
日（
金
）

※
記
載
内
容
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
、
ま
た
は
自
衛
官
募

集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協

力
本
部
橋
本
地
域
事
務
所
（
☎
０
７
３

６
―
32
―
０
７
４
４
）

次
試
験
合
格
者
の
み
）

内
容　

面
接
試
験

試
験
場
所　

伊
都
消
防
組
合
消
防
本
部

（
妙
寺
１
２
６
―
12
）

申
込
方
法　

採
用
試
験
受
験
申
込
書
は

伊
都
消
防
組
合
消
防
本
部
総
務
課
で
配

布
し
て
い
ま
す
。
（
伊
都
消
防
組
合
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
）
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

８
月
１
日（
火
）〜
15
日

（
火
）※
土
日
祝
除
く
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

提
出
・
問
い
合
わ
せ　

伊
都
消
防
組
合

消
防
本
部
総
務
課（
☎
22
―
０
１
１
９
）

糖
尿
病
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
教
室

　

年
間
を
通
し
て
、
糖
尿
病
の
正
し
い

知
識
が
学
べ
る
教
室
で
す
。
み
ん
な
で

楽
し
く
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

７
月
の
内
容　

「
糖
尿
病
に
打
ち
勝

つ
！
運
動
の
ス
ス
メ
」

日
時　

７
月
12
日（
水
）午
前
９
時
30
分

〜
11
時
30
分

場
所　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

※
動
き
や
す
い
服
装
と
水
分
補
給
の
ご

用
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進

課
衛
生
係
（
内
線
２
０
５
４
）

納期限
７月31日（月）

● 町民税・県民税　第２期
● 町内固定資産税　第２期
● 国民健康保険税　第１期

町税などの納付は便利で確実な
口座振替をご利用ください。
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相談名 相談日 時間 場所 問い合わせ

町内事業者・住民の方
に対して、求人求職の
情報提供・あっせん

ひきこもり青年の
ための「居場所」

無料法律相談

ひきこもり相談会

よりみち親の会

ふくし何でも相談

13:30～15:30
※7/5は11:30
集合

19:00～21:00

13:30～15:30

8:30～17:15

13:00～17:00
（予約制）

13:00～16:00

7/10㈪、24㈪

7/5㈬、8/2㈬

7/7㈮、21㈮

月～金曜（祝日除く）

①7/4㈫
②7/11㈫
③7/18㈫
④7/25㈫

①かつらぎ町役場
②高野町役場
③橋本市役所消費生活センター
④九度山町ふるさとセンター
①笠田公民館佐野分館
②笠田東児童館
③かつらぎ総合文化会館

13:30～15:30
（先着順）

就職相談
①7/11㈫
②7/18㈫
③7/5㈬、26㈬

14:00～15:30

8:30～17:15

大谷地域交流センター
１階和室
※7/5･14･28は菊谷邸

ＮＰＯ法人よりみち
☎090-7093-9595

地域福祉センター

同上 同上

同上 同上

同上 同上

保健福祉センター
１階機能訓練室

社会福祉協議会
☎22-5222

健康推進課衛生係
内線6031

役場産業観光課
かつらぎ町
無料職業紹介所
（産業観光課内）
内線2103

産業観光課
商工観光係
内線2103

伊都振興局
企画産業課
☎0736-33-4909

日常生活上の困りごと
など幅広い相談に

理学療法士相談
自宅での自主リハビリや健康
体操の方法などでお悩みの方
消費生活相談
悪質な訪問販売や契
約・取引に関するトラ
ブルなどでお悩みの方

無料職業紹介所

月～金曜（祝日除く）
※電話相談や、訪問
相談も行っています

月～金曜（祝日除く）
7/５㈬イベント
7/14・28㈮女性相談日
7/11㈫小中高生相談日

7/5㈬※要電話予約

相 談 窓 口

● 危険です！子どもの車内放置
　全国的に車内に残された子どもが、熱中症により
命を失う事故が毎年のように起きています。

　今日は涼しいから大丈夫と安心していても、季節
を問わず車内温度は高くなることがあります。「子
どもが寝ていたから」とクーラーをかけて車を離れ
てしまうと、子どもが目を覚まし、誤ってクーラー
のスイッチを切ったり、エンジンキーを引き抜いた
りすることもあります。子どもの成長に伴う「はじ
めてできた！」は突然訪れるので、その瞬間の事故
を防ぐための注意が必要です。
　窓を閉め切った状態でエンジンを停止すると、車
内が温められ、わずか15分で人体にとって危険レ
ベルに達してしまうことがあります。特に乳幼児は
体温調整機能が未熟なので、たとえ短時間であって
も暑い車内にいると、熱中症や脱水症状などの危険
な状態となる可能性が高いです。

子どもを車内に放置することは児童虐待です！

　子どもが犠牲になるこのような事故を防ぐた
めには、子どもを車内に放置する危険性を認識
し、絶対に子どもだけを車内に残さないように
するとともに、地域の皆さまの協力も必要です。
このような状況を発見された場合は、児童虐待
相談ダイヤルへの通報をお願いします。

児童虐待相談ダイヤル　
かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル（☎22-8877）
伊都振興局健康福祉部（☎0736-42-3210）
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
（☎073-445-5312または☎189（いちはやく）番）
※緊急時は「110番」にお願いします。

車から降りる時は、      子どもと一緒に！
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図書館
だより
7月の休館日

３ ・ 10 ・ 24 ・ 31

開館 9:00～17:00
☎22-0303

「茶壷」
中村　壱太郎（作）
小川　かなこ（絵）

児童書

一般書

「浪華燃ゆ」
伊東　潤（著）

一般書

「成瀬は天下を取りにいく」
宮島　未奈（著）

助
け
合
い
支
え
合
う
人
々

の
40
年
を
描
く
、
希
望
と

再
生
の
物
語
。

一般書

「水車小屋のネネ」
津村　記久子（著）

「アンニンちゃんとパオズ」
堀川　理万子（作・絵）

児童書

「地球の中に、潜っていくと…」
入舩　徹男（文）
関口　シュン（絵）

児童書

●
夜
の
怖
い
お
は
な
し
会

　

毎
年
恒
例
の
夜
の
怖
い
お
は
な
し
会

を
開
催
し
ま
す
（
出
入
り
自
由
）。
最

後
に
進
む
に
つ
れ
、
怖
さ
度
が
ア
ッ
プ

し
ま
す
の
で
、
好
き
な
怖
さ
か
ら
参
加

で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
怖
く
な
っ
た

ら
帰
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
大
人
の
方
も

大
歓
迎
!!

日
時　

７
月
22
日（
土
）
午
後
６
時
半

〜
（
約
１
時
間
45
分
）

場
所　

か
つ
ら
ぎ
総
合
文
化
会
館
A
V

ホ
ー
ル

対
象　

３
歳
以
上

入
場　

無
料

申
込
方
法　

７
月
９
日（
日
）
か
ら
図

書
館
で
配
布
す
る
整
理
券
が
必
要
。

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

お 

知 

ら 

せ

●
「
な
ぞ
な
ぞ
た
ん
け
ん
人
形
劇　

な

に
か
な
？
お
さ
か
な
！
た
ん
け
ん
た

い
」

　

お
さ
か
な
た
ち
の
、
は
て
な
？
び
っ

く
り
！
だ
い
ぼ
う
け
ん
。

　

な
ぞ
な
ぞ
や
探
検
に
挑
戦
し
て
お
話

に
参
加
す
る
、
親
子
で
楽
し
む
体
験
型

人
形
劇
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
５
日（
土
）
午
後
２
時
〜

（
約
１
時
間
半
）

場
所　

か
つ
ら
ぎ
総
合
文
化
会
館
３
階

研
修
室

対
象　

４
歳
以
上
の
子
ど
も
40
人
程
度

と
同
伴
の
大
人

入
場　

無
料

申
込
方
法　

７
月
16
日（
日
）
か
ら
図

書
館
で
配
布
す
る
整
理
券
が
必
要
。

PicUp!PicUp!PicUp! 新着図書

か
つ
て
な
く
最
高
の
主
人

公
、
現
る
！

命
を
懸
け
た
世
直
し
に
挑

む
、
大
塩
平
八
郎
を
描
く
。

文
・
絵
・
音
で
驚
き
、
楽

し
め
る
歌
舞
伎
絵
本
！

地
底
の
世
界
を
見
に
い
こ

う
！

ア
ン
ニ
ン
ち
ゃ
ん
の
毎
日

は
、
冒
険
と
ワ
ク
ワ
ク
が

い
っ
ぱ
い
！

昨年の「夜の怖いおはなし会」
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７月のスケジュール
7/7・14（金） 9:00～11:30 
おめでとうコーナー
対象：誕生月の未就園児
誕生日の記念に手形または足形を残しませ
んか？（毎月第１・２金曜日）
持ち物：タオル・ウェットティッシュ

子育て支援センター「はぐくみ」
開館：月～土曜日（祝日除く）
時間：9:00～ 12:00
　　　13:00～ 16:00
　　　※土曜は午前中のみ
場所：保健福祉センター１階
問い合わせ　内線 6013・080-8317-3788

子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センターからのお知らせ
…………………………………………………………………………

いつで
も

遊びに
きてね

※都合により変更となる場合があります。町ホー
　ムページでご確認ください。

　子育て支援センターに
は生後数か月のお友達も
遊びに来てくれます。
　大人があやすと、嬉し
そうな表情を見せたり、
その声の方を見ようとし
たりします。
　少し大きくなると自分
の手でおもちゃを持って
振ったり、おもちゃの動
きを不思議そうに見たり
して楽しんでいます。
「どんなことを考えてい
るのかな？」と赤ちゃん
の思いを想像すると、自
然に笑顔が出てきますね。
これからの成長を保護者
の方と一緒に見守ってい
けることを楽しみにして
います。
　どんどん遊びに来てく
ださいね。

赤ちゃんクラブ「よちよち」
赤ちゃんと保護者のふれあいの場。
※祝日のため、お休みです。

なかよし広場
子育て講座や親子でふれあう交流の場。
※保健福祉センターにおいて集団検診が実
　施されるため、お休みです。

子育てに
　悩んでいませんか？
お気軽に
　ご相談ください。

文
芸
の
窓

俳　

句

7/13（木）10:00～11:00
わくわく広場
製作など楽しい活動の場。
内容：「カレンダー作り(夏)」
定員：６人　要予約：６/２９(木)～

か
き
氷
に
子
供
に
還
る
デ
イ
サ
ー
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前
尾
五
月
夫

こ
と
ご
と
く
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灯
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前
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美
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れ
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木
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カ
ツ
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ら
い
胡
瓜
曲
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中
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隆
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麦
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美
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春
め
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夕
つ
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総
身
に
あ
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女
心
満
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マ
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の
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西
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二
人
旅
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虫
眼
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持
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ひ
と
と
き
過

ご
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花
岡
寿
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ハ
ナ
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モ
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メ
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モ
に
出
会
い
し
日
初
登
頂
の
三
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（
笠
田
短
歌
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ー
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ル
）



　妊娠中から子育て期に関する相談に応じます。
保健師が常駐していますので、お気軽にご利用
ください。

内容　水遊び（雨天の場合は室内遊び）
持ち物　タオル、着替え、水分
※詳細は、衛生係までお問い合わせください。

時間  8:30～17:15  場所  保健福祉センター２階
問い合わせ  健康推進課衛生係（2054・2059）

● 子育て世代包括支援センター（SUKU²）

● 園庭開放

問い合わせ　三谷こども園（☎23-3730）・佐野こども園
　             （☎22-6260）・聖心幼稚園（☎22-1336）

● 育児サークル（10:00～11:00）
日程 サークル名 場所

７/２１（金） 笠田育児 笠田ふるさと交流館

広報かつらぎ  令和5年（2023年）7月号23

７月 保健カレンダー 場所／保健福祉センター
問い合わせ　健康推進課衛生係（内線2054・2059）

※母子手帳、バスタオルを持参してください。
※乳幼児健診・健康相談では受付時間を個別に通知しま
　す。
※警報発令時、午前中の健康相談・教室は午前8時半の
　時点、午後の健診・教室は午前11時の時点で警報が
　発令されていれば中止とします。ご不明な点はご連絡
　をお願いします。

　園庭開放を利用する方は事前予約をお願いします。
自宅で検温をした後、ご来園ください。予定を変更
する場合がありますので、町ホームページをご確認
ください。

園名 日程 時間

７/11（第２火曜）
７/18（第３火曜）

聖心幼稚園
三谷こども園
佐野こども園

9:30～11:00
9:30～10:30
9:30～10:30

身体計測・医師による診察・発
達観察・育児相談・離乳食指導

身体計測・発達観察・育児相談・
離乳食指導・歯科指導

身体計測・発達観察・育児相談・
食事指導・歯科指導

身体計測・医師による診察・歯科
医師による歯科検診・発達観察・
食事指導・歯科指導・屈折検査

助産師による母乳相談、栄養士
による離乳食相談など

事業名 日　時 時　間 対　象 内　容
４か月・６か月児
健康診査

３歳６か月児
健康診査

10か月児健康相談

8/1㈫

7/11㈫

7/14㈮
8/18㈮

7/12㈬

7/5㈬

7/5㈬
7/19㈬

8/2㈬

7/13㈭
8/10㈭
7/3㈪
8/7㈪

13：30～
15：00　

13：30～

10：00～

令和５年１・３月生まれ

令和５年１～４月生まれ 股関節異常の有無

受付時間は
個別に通知

ふれあい遊び・手遊び・絵本の
読み聞かせ

令和元年12月生まれ
令和２年１月生まれ

乳児を持つ保護者と妊婦

令和４年12月生まれ

令和４年７月生まれ
令和４年８月生まれ

令和４年８月生まれ
令和４年９月生まれ
令和３年５月生まれ
令和３年６月生まれ

２歳児健康相談

股関節検診
子育て広場
「すくすく」

７か月児教室
「さくらんぼ」

11か月児教室
「りんごちゃん」

ふれあい遊び・子守唄・絵本の
読み聞かせ・ペープサート・ブッ
クスタート事業による絵本のプ
レゼント

７/7（金）
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かつらぎ町
ホームページ

かつらぎ町
LINE登録

かつらぎ町の人口
（５月末日現在）

15,758人（前月比－21人）　男 7,465人　女 8,293人　世帯数 7,173世帯
出生 6人　死亡 23人　転入 44人　転出 48人
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）
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こんにちは

5月31日の４か月健診に
来られた赤ちゃんを
ご紹介します♪

赤ちゃん

みつきちゃんかほちゃん ひいろちゃん

るいとちゃんことかちゃん むつきちゃん

功績者表彰

特別叙勲受章

　４月24日（月）から５月25日（木）、各地
域にて、感謝状贈呈式が行われ、９人の
方が町長から感謝状を、自治区長会から
記念品を贈呈されました。この感謝状は、
地域発展のため、多大な貢献をされた皆
さまに贈られたものです。

　（故）智多寛司さん（西渋田）が、特別叙勲（旭日単光章）に叙され、
５月18日（木）に伊都振興局長からご遺族へ伝達されました。
　智多さんは生前、かつらぎ町議会議員として平成10年７月27日か
ら３期12年間在職されました。その間、町議会総務文教常任委員会
委員長など要職を歴任され、町の発展および住民福祉の向上に多大な
貢献をされた功績が認められ、今回の受章となりました。

功績者＜順不同敬称略＞※（　）は推薦自治区名
①田中　猛　（笠田西部）
②柿本　恭久（笠田中）
③宮本　宜宥（笠田東第二）
④上田　和義（真　和）
⑤酒井　義昭（大　谷）
⑥田中　勉　（丁ノ町）
⑦松本　百代（妙　寺）
⑧小嶋　康之（三　谷）
⑨浦　　富一（新　城）

（故）智多さん
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